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令和７年９月１７日（第３日目） 

 

○議事日程（第３号） 

 日程第１ 議案第４３号 松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
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ついて 
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令和７年松茂町議会第３回定例会会議録 

第３日目（９月１７日） 

                                         

午前１０時００分再開  

○議会事務局長【多田雄一君】  ただいまから、令和７年松茂町議会第３回定例会の再

開をお願いいたします。 

 まず初めに、佐藤議長からご挨拶がございます。 

○議長【佐藤道昭君】  皆さん、おはようございます。 

 令和７年第３回定例会も本日で最終日となりました。開会の初日には朝も昼も夜も真夏

のような天気でしたけど、やっと昨日、おととい当たりから朝夕は涼しくなってきたよう

でございますが、皆さん、夏の疲れはないでしょうか。 

 今日は最終日ということで、これまで皆さんに協議していただいたことを慎重審議いた

だきまして、無事閉会を迎えられるよう議事進行にご協力をお願いします。よろしくお願

いします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  ただいまの出席議員は１２名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、議会は成立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから、本日の日程に入ります。 

 議事日程第３号は、お手元に配付のとおりです。 

 まず、日程第１、議案第４３号「松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例」から、日程第１６、認定第７号「令和６年度松茂町下水道特別会計決算認定」

までを一括議題といたします。 

 それでは、付託いたしました議案について、各委員長の報告を求めます。 

 初めに、村田総務常任委員長から報告を求めます。 

 村田委員長。 

○総務常任委員長【村田 茂君】  おはようございます。 

 議長の許可がありましたので、総務常任委員会のご報告を申し上げます。 

 令和７年第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第４３号、
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議案第４４号及び議案第４８号所管分の議案３件でございました。 

 去る９月１０日に当委員会を開催し、慎重に審査いたしました結果、原案どおり可決い

たしました。 

 以上が当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第４３号、松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

つきましては、議案書１１ページ及び１２ページと議案参考資料１２ページから１５ペー

ジまでになります。 

 こちらは国の制度に倣い、職員の育児休業等に関して部分休業の取得時間の柔軟化を図

るため、所要の改正を行うものです。 

 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「男性職員が育児休業を取得した今までの実績はありますか」という質疑があり、「今

現在、男性職員で育児休業を取っている職員が２名おり、過去にも２名いました」という

答弁がありました。 

 次に、議案第４４号、松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、議案書１３ページ及び１４ページと議案参考資料１６ページから１８

ページまでになります。 

 これは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改

正に伴い、両立支援制度等に関する情報提供・意向確認・配慮を行うよう任命権者に義務

づけるため、所要の改正を行うものです。 

 次に、議案第４８号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第２号）所管分につきまし

ては、議案書２０ページからと議案参考資料２０ページになります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,１７３万５千円を追加し、補正後の

予算の総額を７６億９００万２千円とするものです。 

 歳入の主なものといたしましては、前年度繰越金６,０９３万５千円の増額補正は、公

有財産購入費に充当するものです。 

 歳出の主なものといたしましては、公有財産購入費６,５０９万円の増額補正は、役場

庁舎南側隣接地等の購入にかかるものです。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきましては、私の報告は終わりますが、議

員各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしく
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お願いし、報告といたします。 

○議長【佐藤道昭君】  ただいま、村田総務常任委員長の委員長報告が終わりました。 

 総務常任委員会に付託いたしました議案第４３号、議案第４４号及び議案第４８号所管

分の議案３件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、鎌田産業建設常任委員長から報告を求めます。 

 鎌田委員長。 

○産業建設常任委員長【鎌田寛司君】  皆さん、おはようございます。 

 それでは、議長の許可がありましたので、産業建設常任委員会のご報告を申し上げます。 

 令和７年第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第４５号

から議案第４８号所管分及び議案第５１号の議案５件でございました。 

 去る９月１０日に当委員会を開催し、慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どお

り可決いたしました。 

 以上が、当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第４５号、松茂町公共下水道条例の一部を改正する条例については、議案書

１５ページと議案参考資料１９ページになります。 

 標準下水道条例の改正に伴い、被災地での円滑な給排水設備工事の実施のため、災害そ

の他の非常の場合において、市町村長が他の市町村長の指定を受けた者に行わせる必要で

あると認めるときには、他の市町村長から指定を受けた工事店が被災自治体においても、

排水設備の新設等の工事を行うことができるよう所要の改正を行うものです。 

 この件に関しては、次のような質疑がありました。 

 「被災地で活動ができるのは、町に指名願を提出している工事業者ですか」という質疑

があり、「町に指名願を出している工事業者ではなく、排水設備工事ができる工事業者で、

町に申請をし、排水設備指定工事店として指定を受けた工事業者となります」という答弁

がありました。 
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 次に、議案第４６号、令和６年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分について

は、議案書の１６ページ及び１７ページになります。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度松茂町水道特別会計未処分利

益剰余金については、令和６年度松茂町水道特別会計決算に伴い生じました剰余金を処分

するものです。未処分利益剰余金の当年度未残高は２,８５２万３,６２９円で、このうち

５００万円を減債積立金に、２千万円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残り３５２

万３,６２９円を繰越利益剰余金として繰り越しするものです。 

 次に、議案第４７号、令和６年度松茂町下水道特別会計未処分利益剰余金の処分につい

ては、議案書の１８ページ及び１９ページになります。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和６年度松茂町下水道特別会計未処分

利益剰余金については、令和６年度松茂町下水道特別会計決算に伴い生じました剰余金を

処分するものです。未処分利益剰余金の当年度未残高は２億２,６０５万４,１１８円で、

このうち減債積立金と建設改良積立金にそれぞれ１千万円を積み立て、また、資本金に３,

３６２万６,１２２円を組入れ、残り１億７,２４２万７,９９６円を繰越利益剰余金とし

て繰り越しするものです。 

 次に、議案第４８号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第２号）所管分については、

議案書の２０ページからと議案参考資料２０ページになります。 

 歳出の主なものは、環境対策費、負担金、補助及び交付金３００万円の増額は、省エネ

家電普及促進事業費補助金で９月８日時点で、エアコン、冷蔵庫、合わせて１２５件の申

請があり、今後、早期に予算不足となる恐れがあるため、２度目の増額補正をするもので

す。 

 次に、議案第５１号、令和７年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）につ

いては、議案書４７ページから４９ページまでになります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２１３万９千円を追加し、補正後の予算の総額を

１,６９６万５千円とするものです。 

 歳入では、前年度繰越金２１３万９千円を増額補正し、歳出では、予備費として歳入と

同額を増額補正するものです。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願いし、報告といたします。 
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○議長【佐藤道昭君】  ただいま、鎌田産業建設常任委員長の委員長報告が終わりまし

た。 

 産業建設常任委員会に付託いたしました議案第４５号から議案第４８号所管分まで及び

議案第５１号の議案５件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、尾野教育民生常任委員長から報告を求めます。 

 尾野委員長。 

○教育民生常任委員長【尾野浩士君】  それでは、議長の許可がありましたので、教育

民生常任委員会のご報告を申し上げます。 

 令和７年第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第４８号

所管分から議案第５０号までの議案３件でございました。 

 去る９月１０日に当委員会を開催し、慎重に審査いたしました結果、いずれも原案どお

り可決いたしました。 

 以上が当委員会における結果の報告でございます。 

 なお、審査の内容、質疑と回答の主なものについて簡潔に申し上げます。 

 まず、議案第４８号、令和７年度松茂町一般会計補正予算（第２号）所管分については、

議案書の２０ページからと議案参考資料２０ページになります。 

 歳入の主なものといたしましては、それぞれの特別会計における令和６年度分の精算が

確定したことによる一般会計への返納金で、介護保険特別会計繰越金返納金１,５７２万

１千円及び後期高齢者医療特別会計繰越金返納金１４０万２千円を増額補正するものです。

また、総務費国庫補助金で３０７万８千円の増額補正は、戸籍への振り仮名記載事務に伴

う通知書の作成、発送料、戸籍情報システム改修の経費を国が１０分の１０補助するもの

です。 

 歳出の主なものといたしましては、老人福祉費、高齢者補聴器購入費補助金１５０万円

の増額補正は、６５歳以上で障がい認定を受けるほどではないが聴覚に支障を来している

方への補聴器の購入費用の一部を補助するものです。 
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 また、社会教育総務費、報酬６１万９千円の増額補正は、中学校の部活動地域移行に伴

う指導員の報酬を見込んだものです。 

 次に、議案第４９号、令和７年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は、議案書３４ページから４３ページまでとなります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,５２３万４千円を追加し、補正後の予算の総

額を１２億３,４６０万１千円とするものです。 

 歳入の主なものは、介護給付費国庫負担金１,５２６万４千円、介護給付費県負担金１,

０３７万８千円及び介護給付費交付金３５万６千円の増額補正で、令和６年度の介護給付

費額が確定したことに伴い、国・県及び社会保険診療報酬支払基金から過年度分の負担金

が追加交付されるものです。 

 次に、前年度繰越金７００万円の増額補正は実績によるものです。 

 歳出の主なものは、施設介護給付費５００万円の増額補正は、施設入所している要介護

３以上の中重度の認定の方の利用者数が当初より上回ることが見込まれたことによるもの

です。また、特定入所者介護サービス費１００万円の増額補正は、ショートステイや施設

入所されている方が非課税世帯などの条件を満たした場合、申請により所得に応じた自己

負担限度額を超えた分を特定入所者介護サービス費として介護保険から給付するもので、

申請件数が増加していることによるものです。 

 この件に関しましては、次のような質疑がありました。 

 「特定入所者介護サービス費の申請は、昨年度に比べ何件増えていますか」という質疑

があり、「昨年度より８件増えました」という答弁がありました。 

 次に、議案第５０号、令和７年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついては、議案書４４ページから４９ページまでになります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８９３万７千円を追加し、補正後の予算の総額を

２億５,４４１万４千円とするものです。 

 歳入として、前年度繰越金８９３万７千円の増額補正で、歳出として、後期高齢者医療

広域連合納付金７５３万５千円、令和６年度の一般会計繰入金返還金１４０万２千円の増

額補正をするものです。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願いいたします。 
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○議長【佐藤道昭君】  ただいま、尾野教育民生常任委員長の委員長報告が終わりまし

た。 

 教育民生常任委員会に付託いたしました議案第４８号所管分から議案第５０号までの議

案３件について、これから質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、板東予算決算特別委員長から報告を求めます。 

 板東委員長。 

○予算決算特別委員長【板東絹代君】  議長の許可がありましたので、予算決算特別委

員会のご報告を申し上げます。 

 令和７年第３回定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、認定第１号、

令和６年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定から、認定第７号、令和６年度松茂町下水道

特別会計決算認定までの認定７件でございました。 

 去る９月８日に当委員会を開催し、慎重に審査いたしました結果、原案どおり可決いた

しました。 

 この委員会は、全議員が委員になっておりますので、質疑の内容については省略し、決

算の概要についてのみ簡潔に申し上げます。 

 まず、認定第１号、一般会計歳入歳出決算認定では、歳入総額が７４億１,５１９万４,

０４７円、前年度と比較して率にすると３.４％の増であります。歳出総額が７１億６,３

１５万９７３円、率にして２.６％の増となっており、歳入歳出差引額は２億５,２０４万

３,０７４円となり、翌年度へ繰り越すべき財源３,９５３万１,８８９円を差し引いた実

質収支額は２億１,２５１万１,１８５円となっております。 

 歳入の主なものとして、町税が２８億１,６３０万２千円で、率にして０.９％の減とな

っています。 

 所得税、住民税所得割の定額減税制度の影響で町民税が減少しましたが、固定資産税の

増額により、町税全体としては微減となっております。 

 町税の主なものは、個人・法人町民税が９億５,４５８万４千円、固定資産税が１６億
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５,７０７万４千円となっています。町税が歳入全体に占める割合は３８.０％と最も高く

なっていますが、令和６年度も国の物価高騰対策が実施され、国庫支出金の割合が巨額に

なっております。 

 次に、町税以外の款別決算の主なものについて説明いたします。 

 まず、地方特例交付金は７,５８５万９千円で、前年度比５７３.８％の大幅増となって

おります。こちらは先ほど話のありました、定額減税制度による住民税の減収分が地方特

例交付金で補塡されたことによるものです。 

 次に、地方交付税は７億８,０５６万６千円で、率にして２１.４％の増となっておりま

す。 

 増額の理由は、国の物価高騰対策の施策の実施に伴う地方負担の増や、地方公務員の給

与改定に必要な経費等の負担を目的に、普通交付税の追加交付があったことによるもので

す。 

 次に、国庫支出金は１１億３,８４４万４千円で、率にして７.９％の増となっておりま

す。 

 増額の主な理由は、調整給付金事業などもあり、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金が増加したことによるものです。 

 次に、財産収入が１,０４４万９千円で、率にして７７.９％の大幅減となっています。 

 減額の主な理由は、５年度に松鶴苑駐車場を国土交通省が行う旧吉野川改修工事のため

に譲渡した分の補償が３,７９５万９千円あったことによるものです。 

 次に、繰入金は４億８,８９２万４千円で、率にして２７.８％の増となっております。 

 増額の主な理由は、水道特別会計から１億円の繰入れを受けたことによるものです。 

 歳入に対しての自主財源の割合は５１.８％で、前年度比２.６％減少したものの、国の

コロナ対策や物価高騰対策事業の実施の影響で、令和元年の５８.６％よりは低い状態が

続いております。 

 次に歳出についてでございますが、令和６年度決算について、前年度と比較して変動の

大きいものについてご説明いたします。 

 まず、総務費は１７億２,０２７万９千円で、対前年度比２２.２％増となっています。 

 増額の主な理由は、調整給付金事業として１億２４２万２千円、自治体システムの標準

化事業として８,２６１万８千円、それぞれ支出したことによるものです。 

 次に、教育費は８億９,８１０万１千円で、率にして２２.６％の減となっております。 
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 減額の主な理由は、令和５年度に町民グラウンド整備事業などを実施した反動減による

ものです。 

 次に、公債費は２億５８５万円で、率にして３５.０％の増となっております。 

 増額の主な理由は、令和２年に実施した立体駐車場の整備、マツシゲートの整備事業、

また、令和２年度に起債した臨時財政対策債の元金の償還が開始されたことによるもので

す。 

 歳出全体に占める構成比は、義務的経費が３９.８％、投資的経費が７.０％、その他経

費が５３.２％となっております。 

 次に、認定第２号、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定は、歳入総額が１５億７,

３９１万７,８３３円、率にして０.３％の増。歳出総額は１５億１,３９１万８,４９５円、

率にして１.７％の減です。歳入歳出差引額及び実質収支額は５,９９９万９,３３８円と

なりました。 

 事業の概要ですが、令和６年度平均被保険者数は２,６５７人、率にして５.２％の減と

なっております。 

 保険給付費は１０億７７１万４４９円、率にして５.６％の減となりました。 

 次に、認定第３号、介護保険特別会計歳入歳出決算認定は、歳入総額が１１億５,９５

３万３,８３０円、率にして０.９％の増。歳出総額は１１億３８０万９,３０２円、率に

して０.２％の増です。歳入歳出差引額及び実質収支額は５,５７２万４,５２８円となり

ました。 

 事業の概要でございますが、令和６年度末第１号被保険者数は３,８３５人、率にして

０.４％の増となっています。 

 要介護認定者数は７０６人、率にして３.５％の増となっており、介護給付費が１０億

２７０万６,９６１円、率にして３.７％の増となりました。 

 次に、認定第４号、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定は、歳入総額２億４,８

５２万４,３２８円、率にして６.５％の増。歳出総額は２億３,９５８万６,２５５円、率

にして７.７％の増、歳入歳出差引額及び実質収支額は８９３万８,０７３円となりました。 

 事業の概要でございますが、令和６年度平均被保険者数は２,０５６人、率にして３.

７％の増となっております。 

 保険給付費は２１億５,６７６万４,０３３円、率にして４.６％の増となりました。 

 次に、認定第５号、長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定は、歳入総額１,５５２万
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８,３９７円、率にして３.０％の増。歳出総額は１,３００万６,６８６円、率にして３.

９％の増となっております。歳入歳出差引額及び実質収支額は２５２万１,７１１円とな

りました。 

 事業の概要でございますが、令和６年度の運行日は３６３日で、欠航は２日、延べ８,

７３５人の乗船がありました。 

 次に、認定第６号、水道特別会計決算認定は、収益的収支における水道事業収益が４億

２６１万８,９０５円で、水道事業費用が３億６,０５８万７７１円となり、消費税を考慮

した結果、２,４５３万９,５０５円の純利益を見ました。 

 次に、資本的収支における収入は１億７,３２９万３千円で、支出は３億１４２万７,６

３１円となり、収支不足額１億２,８１３万４,６３１円につきましては、過年度損益勘定

留保資金などで補塡いたしました。 

 令和６年度決算の営業状況として、年度末給水戸数は６,０７２戸で、前年度より３５

戸増加、総配水量は２４０万９,７０８㎥で、前年度より７,２５５㎥増加しています。 

 次に、認定第７号、下水道特別会計決算認定は、収益的収支における下水道事業収益が

３億９,６９０万９,２７２円で、下水道事業費用が３億７,１１９万２,０５４円となり、

消費税を考慮した結果、２,６９５万７,３３５円の純利益を見ました。 

 次に、資本的収支における収入は２億６,４２７万５,９５５円で、支出は３億２６９万

７,５８６円となり、収支不足額３,８４２万１,６３１円につきましては、過年度損益勘

定留保資金などで補塡いたしました。 

 事業の概要でございますが、年度末接続戸数は２,１１１戸、有収水量は７３万６,８１

４㎥で、接続率は公共下水道が５２.５８％、農業集落排水が７８.１５％となっています。 

 以上が、各会計の令和６年度決算の概要であります。 

 次に、経常一般財源に対する経常経費の割合について説明がありましたが、定例会初日

に日根代表監査委員から詳細報告がありましたので割愛します。 

 次に、財政力指数について報告がありました。 

 財政力指数とは、地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を、基準財政需要

額で除して得た数値の過去３か年間の平均値のことで、地方公共団体の財政力を示す指標

となっています。指数が１に近い団体ほど財源に余裕があり、１を超えると普通交付税の

不交付団体となり、標準的な水準以上の行政を行うことができるとされています。 

 令和６年度の数値は０.８２１です。現時点で最新の公開情報であります令和５年度決
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算の数値で本町と他団体を比較しますと、松茂町は小数点以下３位を四捨五入すると０.

８２で、県内では第１位、中・四国９県の２０２市町村の中でも第４位、全国では１,７

４１市区町村中、同率１９６位という上位にあります。 

 次に、決算に関連する基金及び地方債に関する報告がありました。 

 まず、基金の令和６年度末、令和７年５月３１日の現在高は４６億４,４１７万５千円

で、令和５年度末より１億７,３３７万２千円増加しています。 

 各基金の明細は、年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金が１８億５,０

８８万９千円で、３９.９％を占めています。 

 このほか、主な基金として生活環境整備基金が９億３,１１４万８千円、公共施設更新

等準備基金が１１億６,６１３万１千円、大規模災害対策基金が３億７０万９千円、減債

基金が２億３,８７８万３千円となっています。 

 次に、地方債について説明いたします。 

 令和６年の借入合計は、先ほどの町債のところで説明いたしましたとおり１億６,８６

０万円であります。 

 過去の借入金に対して令和６年度中に返済した額（利子を含む）は、２億５８５万円で

ありまして、その結果、令和６年度末の借入現在高は３４億２,９１２万６千円となって

います。 

 町全体での地方債の残高は、水道特別会計及び下水道特別会計の借入合計３６億５,９

６５万３千円を加え、７０億８,８７７万９千円となります。前年度と比較すると、１億

２,７４４万３千円の減少であります。 

 最後に、令和６年度市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策経費

の状況について説明いたします。 

 令和６年度の地方消費税交付金は３億９,８３４万７千円で、率にして６.６％の増とな

りました。このうち、社会保障財源化分は１億９,７６５万２千円の交付があり、障害者

福祉費に７,５８８万９千円、児童福祉総務費に１億２,１７６万３千円を充当しましたと

の説明がありました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件につきまして、私の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、当委員会の決定に対しましてご賛同くださいますようよろしくお

願いし、報告といたします。 

○議長【佐藤道昭君】  ただいま、板東予算決算特別委員長の委員長報告が終わりまし
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た。 

 予算決算特別委員会に付託いたしました認定第１号「令和６年度松茂町一般会計歳入歳

出決算認定」から、認定第７号「令和６年度松茂町下水道特別会計決算認定」までの認定

７件は、議員全員により審議いたしましたので、質疑及び討論を省略いたします。 

 以上で、各常任委員長及び予算決算特別委員長の報告は全て終了いたしました。 

 これから討論に入ります。 

 議案第４３号「松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」から、

議案第５１号「令和７年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）」までの議案

９件を一括して討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決に入ります。 

 議案第４３号「松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」から、

議案第５１号「令和７年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）」までの議案

９件を一括して採決いたします。 

 なお、この採決は起立によって行います。 

 各議案に対する各委員長の報告は、いずれも各常任委員会において原案可決であります。

各委員長報告のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（全員起立） 

 ありがとうございました。全員起立です。 

 よって、議案第４３号「松茂町の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」

から、議案第５１号「令和７年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）」まで

の議案９件は、原案のとおり可決されました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  続きまして、認定第１号「令和６年度松茂町一般会計歳入歳出

決算認定」から、認定第７号「令和６年度松茂町下水道特別会計決算認定」までの認定７

件について、一括して採決いたします。 
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 なお、この採決は起立によって行います。 

 各認定に対する委員長の報告は、いずれも予算決算特別委員会において原案可決であり

ます。認定することに賛成の方はご起立願います。 

（起立全員） 

 ありがとうございました。全員起立です。 

 よって、認定第１号「令和６年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定」から、認定第７号

「令和６年度松茂町下水道特別会計決算認定」までの認定７件は認定されました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  続きまして、日程第１７、「委員会の閉会中の継続調査につい

て」であります。 

 総務常任委員長、産業建設常任委員長、教育民生常任委員長、議会運営委員長、予算決

算特別委員長及び広報特別委員長から、お手元にお配りしてありますとおり、会議規則第

７５条の規定により、閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、委員会の閉会中の継続調査については、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  以上をもちまして、本定例会に提出されました議案等全ての審

議を終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 これで、令和７年松茂町議会第３回定例会を閉会したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 以上で、令和７年松茂町議会第３回定例会を閉会いたします。どうもありがとうござい

ました。 

午前１０時４７分閉会  
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